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 2012 年に消費者教育の推進に関する法律（以下「消費者教育推進法」といい

ます。）が制定され、今、各地で消費者教育をさらに充実したものにしていくた

めの取組が始まろうとしています。 
 
 消費者教育推進法では、消費者教育を、「消費者の自立を支援するために行わ

れる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動をいう」と定義しており、

さらに、「消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性につ

いて理解及び関心を深めるための教育を含む」との注記があります。 
 人はみな「消費者」です。人が消費者として自立できるためには、その時代、

社会に応じて、様々な知識と、適切な行動がとれる実践的な能力を身につけな

ければなりません。自立を助けるための働きかけが消費者教育です。 
 そして、消費者市民社会とは、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積

極的に参画する社会です。それは、一人一人の消費者が自分だけでなく周りの

人々や、将来生まれる人々の状況、内外の社会経済情勢や地球環境にまで思い

をはせて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味します。 
  
 幼児期から高齢期まで、人は消費生活を営むのですから、学校で学んでおけ

ば消費者教育も卒業、ということではありません。教育＝学校ということでは

なく、地域社会でも様々に取り組むことが必要です。 
小学校でも、家庭科や社会科の学習指導要領の中に、広く「消費者の自立を

支援するために行われる消費生活に関する教育」といえる内容が含まれるよう

になってきています。そして、それだけではなく、総合的な学習の時間や、１、

２年生の生活科などの授業の時間を活用して、消費者として自立していくため

に必要な能力を育むことが期待されています。 
 
 消費者庁では、学校での授業で使用していただくために、これまで、新学習

指導要領に則った中学生向け（平成 22 年度）、高校生（若者）向けの消費者教

育用副教材（平成 23 年度）をそれぞれ企画制作し、消費者庁のホームページで

公表しています。 
今年度は、小学生低学年向け消費者教育用副教材「みんなで危険を安全に」

を制作しました。 
この教材は、安全をテーマに、上に述べた消費者教育推進法に則って消費者

市民社会の形成も踏まえた、消費者教育の実践のため企画したものです。 

 

はじめに 
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学校での消費者教育を推進するため、先生がすぐに授業を行うことができる

ように、危険さがしイラスト、紙芝居、授業展開例、シナリオ、ワークシート

等から成るパック教材です。 
学校以外の場でも、学童保育や子ども会など、子どもたちが集まる機会にも

活用いただけます。 
ぜひこのパック教材を有効活用し、自立し、消費者市民社会の形成に参画す

る子どもたちを育んでください。  
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１．目的・目標 
 

目  的 ：学校における消費者教育を推進するための小学生（低学年）向け消費者教

育用副教材とし、商品やサービスの被害や事故に遭わない、自立した消費

者となるためのステップとする。 
      身近な日常生活の中での危険や、「おもちゃ」に焦点をあて、安全な商品

の選び方・遊び方、事故対応の仕方について考え、自分の生活を振り返り、

安全に考慮した行動ができるようになることを目的とする。 
  

 目  標 ：①危険を回避し、物を安全に使う手がかりを知ろう。 
・商品を安全に扱うための基本的なきまりを守ることができる。 
・身の回りの商品の安全に関するマークや品質表示に気付くことができる。 

  ②困ったことがあったら身近な人に相談しよう。 
        ・身の回りの商品の被害を身近な人に説明できる。 
   

 
２．教材紹介  

 
 （１）危険さがしイラスト 

公園、花火や台所など６つの生活場面のイラストを用意しています。 
イラストを見て危険なところを探し、なぜ危険なのか、どうすれば安全に生活で

きるのかを問いかけながら、考えさせることを目的としています。 
小学校入学時には公園（遊具の使い方）の場面、夏休み前には花火の場面を、そ

れぞれ単独で使用することもできるほか、児童の発達段階に応じた選択もでき、様々

な活用が可能です。 
 
 （２）紙芝居「おもちゃだって危険！」 

製品事故と消費者市民社会をテーマに作成しています。 
音声が自動再生する紙芝居データ（パワーポイント）の貸出もしています。 
貸出申請書は消費者庁ＨＰより入手できますので、是非、御活用ください。 

【ストーリー】 
妹のふーちゃんは、おもちゃで指を切ってけがをしてしまいました。お兄ちゃ

んは、お母さんに何があったか、説明できるかな？ 

小学生（低学年）向け消費者教育用（安全関係）パック教材 

「みんなで危険を安全に」について 
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おもちゃにある大きなトゲ。他の子もけがをしているのではと考えたお兄ちゃ

んは・・・・。 

 
 （３）マーククイズ 

おもちゃには、安全を示すマーク、また、おもちゃを使うときの注意を知らせる

マークがあることをクイズ形式で楽しく学べます。 
 
（４）教師用解説書 

授業シナリオ、学習指導案、ワークシート、ペアレンツガイド、サブプログラム

等、教師が授業ですぐに使用するために必要な情報を掲載しています。 
 
 
３．活用例 

 

○生活科の授業 

  教師用解説書では、生活科の学習指導案を掲載しています。 

 

○総合的学習の時間 

空いた時間にスポット的に１、２時間挟むのに使いやすく作成しています。 

 

○その他 

・特別活動の時間 

：夏休みや冬休みなど長期休みの前の安全教育、入学時のオリエンテーション等 

・学童保育の時間 

・ＰＴＡの研修 

 



解 説 編 
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１．危険さがし解説 

 
（１）ねらい 

安全に関する授業の導入として作成されたプログラムです。 
生活場面のイラストを見て、危険なところを探す、なぜ危険なのか、どうすれば安

全に生活できるのかを問いかけながら、考えさせることを目的としています。 
 
（２）使い方 

イラストは６つの生活場面を用意しています。 
「危険さがし」として複数の場面を使用したり、小学校入学時には公園（遊具の使

い方）の場面、夏休み前には花火の場面を、それぞれ単独で使用するなど、様々な活

用が可能です。児童の発達段階に応じて選択ができます。 
各場面のねらいと、どのような注意喚起が必要かは、次ページ以降に示しています。 
また、ワークシートと併せて使用することもできます。 

 
 
 
 
危険さがしイラスト一覧 
 

自転車 公園 花火 

   
台所 居間 風呂場 
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自転車 

 
 

【ねらい】自転車に乗る前や、乗っているときに、以下の項目を気をつけなければ、大き

な事故につながることを理解する。「ルールを守る」「服装・持ち物に注意」 
 
○自転車や車は左、歩行者は右のルールを守る。スピードは出さない。 
○自転車に乗るときは、動きやすい服装で乗る。 
○転がるボールや、かごに入りにくい物は、専用のバックに入れて持ったり、かごにネ

ットをかぶせ落ちないようにする。 
○自転車に乗るときは、サイズの合ったヘルメットをかぶる。 
 
！スピードを出すと、何かとぶつかりそうになったときなども急に止まれない。  
！服やひもなどがタイヤに巻き込まれたら、自転車は急に止まり転んで怪我をするおそ

れがある。  
！運転中に足を広げていると、横を走ってきた車や歩いている人に足がぶつかり、自分

だけでなく歩いている人にも怪我をさせるおそれがある。 
！カゴから飛び出したボールがそばを歩いている人に当たれば、歩いていた人が転んで

しまい怪我をするおそれがある。 
！転がるボールを取ろうとして追いかけると、あわてているので周りが見えず、歩行者

や車にぶつかり、怪我をするおそれがある。 
！ぶつかったり転んだとき、ヘルメットをかぶっていない場合、頭などにより大きな怪

我をするおそれがあることから、自転車に乗るときはヘルメットをかぶるようにする。 
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公園 

 
 

【ねらい】公園は多くの子どもたちや大人が集まる場所。色々な遊びをしている中で危険

があることを理解する。「ルールを守る」「まわりの安全を確認する」 
 
○人が乗っているブランコに近づかない。 
○すべり台では、下から上がってはいけない。 
○遊ぶときの服装は、遊具に巻きついたり引っかかったりしない服装を選ぶようにする。 

 
！ボールを追いかけることに夢中になると、周りが見えない。一方で、ブランコに乗って

いる子どもは後ろが見えない。二人とも気が付かず、ぶつかって怪我をするおそれが

ある。 
！すべり台を滑るときは、下に誰もいないこと、おもちゃなどぶつかるものがないことを

確認する。下から上がっている人とぶつかったり、すべり台から落ちたりすれば、二人

とも怪我をするおそれがある。 
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花火 

 
 
【ねらい】火を使うことは、やけどや火事になる危険があることを理解する。 

「大人と一緒に」「火に近づかない」「火を近づけない」 
 
○花火は火を使うので、必ず大人と一緒にする。 
○マッチ、ライターなど火を付ける道具は、必ず大人と一緒に使う。 
○火を使う時は、必ず水の入ったバケツを近くに置く。 
○花火は絶対に振り回さない。 
○花火は極力風のない日に楽しむ。 

 
！花火が終わったように見えても、顔を近づけない。まだ火が残っていることがある。 
！火をつけたのに、花火の火が出ないときは、突然火を噴くときがある。絶対に顔は近

づけないで、そのままバケツの水に入れる。 
！花火を振り回すと、近くの服や物に火がついて燃えてやけどをするおそれがあるので、

絶対に振り回さない。 
！風が強いときは、火が飛び散って周りの物に火が付き、火事になるおそれがあるので注

意する。 
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台所 

 
 
【ねらい】台所は、電気・ガスなどの器具、包丁など、使用には注意が必要な道具が集ま

っている場所。使い方次第でやけどをしたり、怪我をすることもある危険な場

所であることを理解する。「火に注意」「包丁に注意」 
 
○家の人が包丁を使っているときは、危険なので近づかない。 
○鍋が火にかかっているとき、やけどをする危険があるので、そばに近づかない。 
○電子レンジは使い方に注意する。 
 
！電子レンジは便利だが、使い方によっては危険なことがある。食材、食器に注意し、

使用上の注意をよく読んで使用する。 
 ！タコ、イカなど、電子レンジで温めただけで爆発する食品がある。 
！金の装飾皿などは、電子レンジで温めると火花を散らすことがある。 
！電子レンジで牛乳を温める時、温め過ぎるとコップから溢れる場合がある。コップの

持ち手が熱くてやけどをすることがある。 
！電子レンジで温めたり取り出した後に、突然、沸騰爆発する突沸（とっぷつ）現象が

起きて、やけどをすることがある。 
！電子レンジなど、子どもが使うかもしれない器具は、高い場所に置かない工夫が必要。 
高い場所に置いている場合、子どもの乗る踏み台は頑丈で安定したものにする。 
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居間 

 
 

【ねらい】安全だと思われる家の中にも、危険なことがあることを理解する。 
自分より小さな子にはより危険が高いことを理解する。 

  
○おもちゃを散らかさない。 
○とがったものを床に置かない。 
○小さな子への目を離さない。 

 
！おもちゃなどが散らかっていると、踏んで転ぶ。 
！ハサミや鉛筆など、とがった物は目をついたりして危険である。 
！小さな子がいるときは、口に入る大きさの物や触ったら危険な物は、手の届くところ

に置かない。スーパーボール、小さなおもちゃの入ったカプセルなどを口に入れて窒

息死した事故がある。 
！ポットのコード、テーブルクロスなどは小さな子がひっぱって、テーブルの上の物が

落ち、怪我ややけどをすることがある。 
！ゲームやテレビなどに夢中になっているときは、自分の周りで起きていることに気が

付かないので、事故に気づくのが遅れる。 
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風呂場 

 
 
【ねらい】風呂場は、子どもも大人もリラックスする場所。しかし、水の事故や、裸での

怪我は、より大きな怪我になることを理解する。 
 
○風呂場は、お湯、石鹸などで滑りやすい。はしゃがない。 
○小さい子が溺れないよう注意する。 
○洗剤に注意する。 

 
！幼児は身体に対して頭が重いので、のぞき込むだけで浴槽に落ちるおそれがある。 
！大人が髪を洗っている時などは、子どもの危険にすぐに対処できない。 
！石鹸で滑って転ぶと、頭を強く打つこともあり、怪我をするおそれがある。 
！入浴剤によっては、すべりやすい成分などが含まれていることがある。浴槽の中で滑

って転ぶと、浴槽に胸などを強打し大きな事故になりやすい。入浴剤の入っている浴

槽に入る時は特に注意が必要である。 
 
！その他、風呂洗い洗剤は、混ぜると有毒ガスを発生するものもあり、大人が使用する

場合も注意が必要。風呂洗いするときは、必ず使用上の注意をよく読み、子どもだけ

では使わない。 
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２．紙芝居「おもちゃだって危険！」解説 

                 
（１）ねらい  

この紙芝居は、製品事故と消費者市民社会をテーマに作成しています。 
おもちゃで遊んでいるときに指を挟んで怪我をしたことを大人へ伝えることができ、

このことを通じて、他の人も怪我をしているのではないかと思いつく、お店の人に伝

えることにより、同じ怪我をする人を防ぐことができる、というストーリーです。 
 
一般的には、販売店やメーカーなどに改善を申し出る機会はなかなかないと思われま

すが、よりよい社会をつくるため、意見を伝えていくことが大切です。販売店やメー

カーに申し出ることもできるのだ、ということに気付いてもらえることを目的として

います。 
 
児童にとって、何かあったとき、問題が起こったときに、きちんと先生や親などの大

人に伝えることは大切なことです。大人に伝える練習として、妹が怪我をした様子を

お兄ちゃんが家の人にどう伝えるか、考えるワークを取り入れています。 
この紙芝居では触れられていませんが、実際の生活で製品事故にあったときは、近く

の消費生活センターに連絡することが大切です。消費生活センターでは事故情報、危

険情報を集め、事故防止に役立てています。情報は事故情報データバンクシステムに

登録され、消費者庁や国民生活センターのホームページ（資料編 P.44 参照）で、事故

情報を検索・閲覧することができます。 
 

注）怪我をしたおもちゃは、粗悪品を前提としており、安全なおもちゃを選択するための重要な 

手掛かりとして、この後ＳＴマークなどの安全マークを紹介しています。 

 
（２）使い方 

プリントアウトすれば、通常の紙芝居として使用できます。 
音声が自動再生する紙芝居データ（パワーポイント）や音声データの貸出もしていま

す。貸出申請書は消費者庁ＨＰより入手できますので、是非、御活用ください。 
 また、ワークシートと併せて使用することもできます。 
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（３）内容 
場面 イラスト 内容（音声） 
１ 

 

妹：お兄ちゃん、おもちゃの車、使っていい？ 
兄：ふーちゃんは、まだ小さいから、遊ぶのは危ないから

駄目だよ。 
ナレーション：それでも妹のふーちゃんは、お兄ちゃんの

おもちゃの車で遊び始めました。 
２ 

 

妹：ぎゃー。痛い！痛い！ 
ナレーション：ゲームをしていたお兄ちゃんはびっくりし

て顔をあげました。ふーちゃんがおもちゃの車で指を切

っています。指から血が少し出てきました。 
３ 

 

ナレーション：お兄ちゃんは慌ててティッシュを持ってき

て指を押さえています。ふーちゃんの泣き声に驚いたお

母さんも飛んできました。 
【ワークあり（音声データは一旦停止）】 

４ 

 

【ワーク実施後開始】 
兄：ふーちゃんが、おもちゃの車で遊んでいたら、突然泣

き出したんだ。指から血がでていてびっくりしたよ。ぼ

く、ティッシュで押さえたんだよ。 
５ 

 

ナレーション：お母さんはふーちゃんに絆創膏を貼ってい

ます。 
母：痛かったね。もう大丈夫。すぐに治るよ。お兄ちゃん、

ちゃんと手当してくれたのね。ありがとう。 
ナレーション：お兄ちゃんは、おもちゃの車をじっと見て

います。 
兄：お母さん、ここだよ、このすき間にある大きなトゲで

指を切ったんだ。 
６ 

 

母：このおもちゃの車のすき間にトゲに触れないようにビ

ニールテープ貼っておくね。 
兄：うん。でも、これ不良品だよ。もうこれでは遊ばない。 
母：そうね。ふーちゃんも不良品で遊んじゃ駄目。それに、

お兄ちゃんのおもちゃには、小さいふーちゃんには、危

険なものもあるの。だから、お母さんやお兄ちゃんが駄

目と言ったら遊んじゃ駄目よ。 
妹：うん。 
兄：他にも怪我をした子はいないのかな？ 
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妹：その子も痛かったかなあ・・・。 
母：よく気が付いたわね。そうね。他にも怪我をした子が

いるかもしれないわね。 
兄：こんなトゲがなければいいのに・・ 
母：そうね。 
兄：今度これを買ったお店に行ったときに、教えてあげよ

うよ！ 
母：そうね、そうしましょう。 

7 

 

ナレーション：おもちゃを買ったお店に着きました。お兄

ちゃんは車のおもちゃを店員さんに見せました。 
兄：おじさん、あのね。このおもちゃの車の裏、ここのす

き間の所に大きなトゲがあるでしょう。このトゲでふー

ちゃんが指を切って怪我をしたんだ。他にも切る人がい

るかもしれないし、このトゲをなくしてください。 
店員：怪我はもう大丈夫かな？ 
妹：うん、大丈夫。 
店員：おもちゃを作った会社の人に言っておくね。教えて

くれてありがとう。 
 



授 業 編 
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１．タイムスケジュール 

 

１時限（45 分）授業の基本的なタイムスケジュールです。下記以外にも、危険さがし

30分とおもちゃのマーク、紙芝居 30分とおもちゃのマークなど、教師の裁量で自由に組

み替えができます。 

 

プログラム 
15 分 危険さがし 

※自分が注意すれば防止できる危険について 
・イラストを見せて、身の回りにどんな危険があるか見つける 
・危険を防ぐにはどうすればいいか考える 
・幼い弟妹への配慮も含める 

15 分 紙芝居 
※自分の注意では防ぎきれない製品事故について 
・自分でできる手当をする 
・身近な事故を大人に説明する 
・事故拡大防止のために、情報提供する 

10 分 おもちゃのマーク 
・安全性の高い商品を選ぶためのマークがある 
 ＳＴマークについて紹介 
・安全に使用するための注意喚起マークを知る 
このマークはどんな注意なのか考えるマーククイズ 

５分 まとめ 
 
 

危険さがし、紙芝居は、ワークシートもあります。 
また、ペアレンツガイドやホームワークもあります。授業終了後の振り返りや、家

の人への配布用として使用して下さい。 
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２．ワークシート 
授業で書き込みながら使います。 
危険さがしのワークシートは、３種類です。 
自転車と居間、風呂場と台所、花火と公園の組み合わせです。 
 

危険
き け ん

さがし 

① どこに危険

きけん

があるのか、赤

あか

で○を入
い

れてみましょう。 

② ○を入
い

れたところはなぜ危険

きけん

なのか、どうしたら安全
あんぜん

になるかも書
か

いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

  年
ねん

   組
くみ

 なまえ           

・なぜ危険
きけん

ですか？ 

              

              

  

・どうしたら安全
あんぜん

になりますか？ 
              

              
 

・なぜ危険
きけん

ですか？ 

               

               

  

・どうしたら安全
あんぜん

になりますか？ 
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危険
きけん

さがし 

① どこに危険

きけん

があるのか、赤

あか

で○を入
い

れてみましょう。 

② ○を入
い

れたところはなぜ危険

きけん

なのか、どうしたら安全

あんぜん

になるかも書

か

いてみましょう。 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  年
ねん

   組
くみ

 なまえ         

・なぜ危険
きけん

ですか？ 

               

               

・どうしたら安全
あんぜん

になりますか？ 

               
               
 
 

・なぜ危険
きけん

ですか？ 

                

                

・どうしたら安全
あんぜん

になりますか？ 
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危険
きけん

さがし   

① どこに危険

きけん

があるのか、赤

あか

で○を入
い

れてみましょう。 

② ○を入
い

れたところはなぜ危険

きけん

なのか、どうしたら安全

あんぜん

になるかも書

か

いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  年
ねん

   組
くみ

 なまえ         

 

 

 

・なぜ危険
きけん

ですか？ 

               

               

・どうしたら安全
あんぜん

になりますか？ 

               

               

 

・なぜ危険
きけん

ですか？ 

               

               

・どうしたら安全
あんぜん

になりますか？ 
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かみしばいを見
み

て考
かんが

えよう 

１ お母
かあ

さんがびっくりして「どうしたの？」と入
はい

ってきました。お兄
にい

ちゃんは 

なんとこたえたか、ふきだしに書
か

いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．どうしてお店
みせ

に行
い

ったのか、 考
かんが

えてみましょう。 

   

 

 

 

 

 

 

３．まとめ    みんなのために（       ）を言
い

う。 

４．思
おも

ったこと、気
き

がついたことを書
か

きましょう。 

    

 

 

 

  年
ねん

   組
くみ

 なまえ         

  

 

 



20 
 

３.ペアレンツガイド 

 

小学校低学年の学習には家庭の協力が欠かせません。児童が「ペアレンツガイド」を

家に持ち帰り、自ら習ったことを伝えることは、習ったことを復習するための有効な学

習方法です。また、児童自身から話を聞くことで、家庭でも安全に関する理解が深まり

ます。 

 

紙芝居
かみしばい

「おもちゃだって危険
き け ん

!」 

おうちのひとにきょうのかみしばいのおはなしをきかせてあげてね！ 

①  

 

②  

 

③  

 

④  

 

⑤  

 

⑥  

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

危険
き け ん

さがし 

きょうどんな危険
き け ん

が見つかったか、おうちのひとにおしえてあげてね！ 

  

 

おもちゃをえらぶときのマーク（安全
あんぜん

なおもちゃについています） 

     

      
おもちゃをつかうときのマーク 

    

 

＜保護者の皆様へ＞ 

「みんなで危険を安全に」という授業を行いました。「今日、学校でどんなことを習ったの？」 

と尋ねてください。きちんと説明する練習や授業の内容を共有することはとても大切です。 
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４.ホームワーク 

 

おうちの中の危険
き け ん

をさがそう！ 

年
ねん

  組
くみ

 なまえ（                 ） 

 

① こんな危険
き け ん

みつけたよ！ 

 

② 安全
あんぜん

にするには？ 

 

＜保護者の皆様へ＞ 

今日は、気を付ければ事故は防げるということをイラストを使って考えました。 

家庭でも危険な場所に気付いて、安全に暮らしてほしいと思います。「おうちの中の危険をさ

がそう！」を通じてお子様と危険な場所、注意すべきことを御確認ください。 

 

      
 

 

が危険
き け ん

です。 

      

 

すると安全
あんぜん

になると思
おも

います。 
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５．生活科 学習指導案 

対象：小学校１、２年生 

（１）単元名 みんなの安全（消費者教育の観点から） 

（２）単元について 

  子どもたちは、様々な商品に囲まれて生活している。本単元ではより身近な「おもち

ゃ」に焦点をあて、安全な選び方・遊び方、事故対応の仕方について考えさせる。特に

大切に扱いたいのは、怪我をしてしまった時には、その経緯を周りの大人に正確に説明

できるようにすること。さらに、お店（ひいては製造元に）にも伝えることが再発防止

を防ぐことにつながる、つまり皆の安全につながるということができる。 

また、より安全なものを選んだり、安全に遊ぶための手がかりの１つとして「安全マ

ーク」についても知らせたい。暮らしの中の安全マークは多種多様であるが、「子どもを

事故から守る」という観点で、最低限知っておくべき安全マークにしぼって紹介する。 

  なお、本単元は１時限の計画にしているが、話し合い活動にじっくりと時間を取りな

がら進める場合は、児童の実態に合わせ、２時限とすることも可能である。導入で扱う

危険さがし（自分の力で防ぐことのできる危険）の話し合いで１時限、紙芝居「おもち

ゃだって危険！」（製品事故）と「安全マーク」で１時限という時間配分が適当と考えら

れる。危険さがしについては、「自転車に乗って坂道を下る場面」や「赤ちゃんのいる居

間」の絵を見ながら、どうしたら安全になるかを考える。加えて「台所」「風呂場」「花

火」「公園」なども入れることができる。これらは、低学年の児童にとって自分の生活を

振り返るよい機会になる。 

 

（３）単元の目標 

・身近にある危険から、どうすれば身を守ることができるのか考えようとする。 

・身近なおもちゃなどの製品を安全にしていくために、自分たちができることに気付く。 

 

（４）展開例 
学習活動 予想される児童の反応 教師の支援（○）と評価（◆） 

 

 

１． 危険さがしをする。 

① 自転車 

 

 

 

 

 

 

 

 

・足を広げて乗ると危ないよ。歩いている人

に当たるから。 

・スピードの出しすぎはいけないね。ブレー

キをかけながら行こう。 

・サッカーボールを入れる袋があるよ。 

・くつひもを結んでから乗ろう。 

 

 

 

○戸惑っている児童には、「足を広げていたら、

どうなるかな？」と具体的に問いかける。 

 

 

 

 

どうすれば安全になるのかな？ 
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② 赤ちゃんのいる居間 

 

 

 

 

 

 

・ポットのコードを赤ちゃんがひっぱると危

ないよ。 

・テーブルクロスも危ないな。 

・ものがちらかっていると、赤ちゃんが口に

入れちゃうよ。 

・はさみや鉛筆はとがっていて危ない。 

・お兄ちゃんがちゃんと赤ちゃんを見てあげ

たらいいのに。 

○戸惑っている児童には、「赤ちゃんって色々

なことに興味をもつから、何でも口に入れち

ゃうんだよ」と教えて、考えさせたい。 

 

◆危険に気付き、どうすれば安全になるのかを

考えている。（ワークシート・発言） 

２．紙芝居「おもちゃだっ

て危険！」を見て考え

る。 

① お母さんに妹の怪我

について伝えよう。 

 

 

 

② どうしてお店まで言

いに行ったのか考え

よう。 

 

 

 

 

 

「どうしたの？」 

・「ふーちゃんがおもちゃの車で指を切ってし

まって血が出てきたんだよ。」 

・「ぼくがティッシュで血をおさえたよ。」 

 

・ほかの人も怪我をするかもしれないから。 

・作っている人にも知らせた方がいいよ。 

・作っている人に危ないところをなおしても

らえたらいいな。 

○戸惑っている児童にはもう一度紙芝居を見

せる。 

○お母さん役とお兄さん役でロールプレイを

させる。 

◆お母さんに怪我の様子を正確に伝えている。 

（ワークシート・発言） 

○おもちゃの車にテープを貼るだけでいいと

いう考えの児童には、「ほかにこのおもちゃ

の車を持っている子がいたらどうだろう？」

と問いかける。 

○次の３点をおさえる。 

１．手当をする。 

２．家の人に伝える。 

３．今後の事故防止のために店にも伝える。 

３．安全マークについて

知る。 

・口に入れない。 

・水にぬらさない。 

・ぬれたらどうなるの？ 

・大人といっしょ。 

○おもちゃ箱の裏や説明書にマークがついて

いることも知らせる。 

○クイズ形式にすることで、興味を高めさせ

る。 

４．学習を振り返る。 ・みんなのために意見を言った方がいいんだ

ね。 

・みんなが怪我をしてからでは遅い。 

・危険は家の中にもあったよ。 

・ぼくもおもちゃで怪我をしたことがあるか

ら、今度は店の人にも言おう。 

◆おもちゃの選び方や事故がおこったときの

対処法について気付いている。（ワークシー

ト） 
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６．シナリオ 

 
 

45分の授業で実施できるようにまとめています。シナリオの黒字は教師の発言部分、

青字は行動や注意事項、ピンク字が音声です。 
シナリオ用画面のデータ（パワーポイント）の貸出もしています。貸出申請書は消費

者庁ＨＰより入手できますので、是非、御活用ください。 
（パワーポイントでは、スライドショーを実行すれば、授業ができます。シナリオの

★は、 → キーを押すという印です。 → キーを押すとアニメーションが出たり、次

の画面に進みます。進みすぎた場合は、 ← キーで戻ります。） 
 
 
 
 

 画面 シナリオ 

１ 

みんなで
き けん あん ぜん

危険を安全に

 

今日は「みんなで危険を安全に」という授業をします。 

危険や安全について考えたいと思います。 

★ 

 

２ 

危険

安全

き けん

あん ぜん

 

危ないことを★危険、危なくないことを★安全と言いま

す。 

危険にあわずに安全に暮らすことが大切です。 

★ 

３ 

 

では、今から「危険さがし」をします。 

プリントを配ります。（ワークシート配付） 

★ 
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４ 
しゃりんに まきこまれない
ふくそう

にもつは おとさないように！

こうつうルールを まもる！

自転車は 大きな じこに つながる

 

最初の危険さがしは自転車の絵です。 

ここは「危険」、と思うところに赤鉛筆で○を付けてくだ

さい。 

できた人は、絵の横の「なぜ危険ですか？」の質問の答え

も書いてください。 

「どうしたら安全になりますか？」の質問にも、どうすれ

ば安全になるかを考えて書いてください。 

 

（発表後） 

いろんな意見が出ましたね。自転車に乗るときに、気を付

けること、分かりましたか？ 

自転車に乗るときに気を付けなければならないこと。一緒

に言ってみましょう！ 

★車輪に巻き込まれない服装（児童と唱和） 

★荷物は落とさないように！（児童と唱和） 

★交通ルールを守る！（児童と唱和） 

★自転車は大きな事故につながるので特に注意しましょ

う。 

★ 

５ 
ちらかさない！

赤ちゃんのまわりを 安全に！

赤ちゃんの まわりは 危険が
いっぱい

 

次の危険さがしは居間の絵です。 

ここは「危険」、と思うところに赤鉛筆で○をつけてくだ

さい。 

できた人は、絵の横の「なぜ危険ですか？」の質問の答え

も書いてください。 

「どうしたら安全になりますか？」の質問にも、どうすれ

ば安全になるかを考えて書いてください。 

 

（発表後） 

いろんな意見が出ましたね。居間で気をつけることは分か

りましたか？  

居間で注意すること。一緒に言ってみましょう！ 

★散らかさない！（児童と唱和） 

★赤ちゃんのまわりを安全に！（児童と唱和） 

★赤ちゃんのまわりは危険がいっぱい 

ということを覚えておいてください。 

★ 
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6 

安全にくらすために

みんなでちゅういしよう

あん ぜん

 

★私たちのまわりには危険がいっぱいです。安全に暮らす

ために、★普段から危険な使い方や危険な場所をなくし

て、みんなで注意しましょう！ 

★ 

 

７ 

き けん

 

ここまでは、身の回りの自分で注意すれば防げる危険につ

いて考えてきました。 

次は、「おもちゃだって危険！」という紙芝居です。 

では、紙芝居「おもちゃだって危険！」の始まり、始まり！ 

★ 

8 

 

★（ここからパワーポイントの音声は自動再生される） 

紙芝居① 音声① 

妹：お兄ちゃん、おもちゃの車、使っていい？ 

兄：ふーちゃんは、まだ小さいから、遊ぶのは危ないから

駄目だよ。 
ナレーション：それでも妹のふーちゃんは、お兄ちゃんの

おもちゃの車で遊び始めました。 

★ 

 

9 

 

紙芝居② 音声② 

妹：ぎゃー。痛い！痛い！ 

ナレーション：ゲームをしていたお兄ちゃんはびっくりし

て顔をあげました。ふーちゃんがおもちゃの車で指を切っ

ています。指から血が少し出てきました。 
★ 

 

10 

 

紙芝居③ 音声③ 

ナレーション：お兄ちゃんは慌ててティッシュを取ってき

て指を押さえています。ふーちゃんの泣き声に驚いたお

母さんも飛んできました。 

★ 
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11 

 

紙芝居④ 

では、ここで、みんなで考えてみましょう。 

お母さんがびっくりして「どうしたの？」と聞きました。 

お兄ちゃんはどう答えたかな？ プリントの吹き出しに、

お兄ちゃんになったつもりで書いてください。 

 

書けましたか？では、プリントに書いたことを発表しても

らいます。 

（お母さんになったつもりで「どうしたの？」と聞いてか

ら発表させる。） 

 

（何人か発表させた後で） 

では、お兄ちゃんはどう答えたでしょうか？紙芝居の続き

を見てみましょう。 

★ 

（音声④） 

兄：ふーちゃんがぼくのおもちゃの車で遊んでいたら、突

然泣き出したんだ。指から血がでていてびっくりした

よ。ぼく、ティッシュで押さえたんだよ。 

 

お兄ちゃんの説明はどうですか？お兄ちゃんはちゃんと

説明できていましたね。 

自分が見たことを、正確にそのままきちんと伝えることは

とても大切なことです。 

では、紙芝居の続きを見ましょう。 

★ 

12 

 

紙芝居⑤ 

ナレーション：お母さんは、ふーちゃんに絆創膏を貼って

います。 

母：痛かったね。もう大丈夫。すぐに治るよ。お兄ちゃん、

ちゃんと手当してくれたのね。ありがとう。 

ナレーション：お兄ちゃんは、おもちゃの車をじっと見て

います。 

兄：お母さん、ここだよ、このすき間にある大きなトゲで

指を切ったんだ。 

★ 
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13 

 

紙芝居⑥ 

母：このおもちゃの車のすき間にトゲに触れないようにビ

ニールテープ貼っておくね。 
兄：うん。でも、これ不良品だよ。もうこれでは遊ばない。 
母：そうね。ふーちゃんも不良品で遊んじゃ駄目。それに、

お兄ちゃんのおもちゃには、小さいふーちゃんには、危

険なものもあるの。だから、お母さんやお兄ちゃんが駄

目と言ったら遊んじゃ駄目よ。 
妹：うん。 
兄：他にも怪我をした子はいないのかな？ 
妹：その子も痛かったかなあ・・・。 
母：よく気が付いたわね。そうね。他にも怪我をした子が

いるかもしれないわね。 
兄：こんなトゲがなければいいのに・・ 

母：そうね。 

兄：今度これを買ったお店に行ったときに、教えてあげ 

 ようよ！ 

母；そうね。そうしましょう。 

★ 

14 

 

 

紙芝居⑦ 

ナレーション：おもちゃを買ったお店に着きました。 

お兄ちゃんはおもちゃの車を店員さんに見せました。 

兄：おじさん、あのね。このおもちゃの車の裏、ここのす

き間の所に大きなトゲがあるでしょう。このトゲでふー

ちゃんが指を切って怪我をしたんだ。他にも切る人がい

るかもしれないし、このトゲをなくしてください。 
店員：怪我はもう大丈夫かな？ 

妹：うん。大丈夫。 

店員：おもちゃを作った会社の人に言っておくね。教えて

くれてありがとう。 

★ 
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15 

みんなのために

いけんを 言う
い

 

この紙芝居は、お店の人に妹が怪我をしたことを伝えると

ころでおしまいです。お母さんが、指をはさんだおもちゃ

のすき間にテープを貼ったので、もう怪我をすることはな

いよね。このテープを貼る場面で終わるのと、お店まで言

いに行く場面で終わるのとではどちらがいいと思います

か？ 

（テープを貼る場面を指しながら）テープを貼るだけで良

いと思う人？（挙手を促す） 

（お店まで言いに行く場面を指しながら）お店まで言いに

行く方が良いと思う人？（挙手を促す） 

意見が分かれましたね？では理由を聞いてみましょう！

どうしてこちらを選んだの？ 

（それぞれの紙芝居を指しながら意見を聞く） 

（テープを貼る場面を指しながら）お母さんが、ふーちゃ

んの指を切ったおもちゃのすき間のトゲに、テープを貼っ

たので、もう怪我をすることはないよね。それなのに、ど

うしてお店まで言いに行ったのかな…？ 

ほかにも同じ怪我をした人がいないか、心配になったので

すね。 

お店の人に言いに行くと、お店の人がおもちゃを作った会

社に怪我をしたことを伝えてくれます。おもちゃを作った

会社はおもちゃにトゲがあって、怪我をすることに気付く

ので、トゲのないおもちゃを作るようになります。そうな

るともう、同じ怪我をする人がいなくなりますね。 

 

★このようにみんなのために意見を言うことはとても大

切です。 

ワークシートに「いけん」と書いてください。 

★ 

16 

 

おもちゃを選ぶときに気を付けて欲しいマークがありま

す。 

★ 
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17 

 

このマークを見たことがありますか？ 

ＳＴマークといいます。一緒に言ってみましょう！（児童

と唱和） 

 

★こんなおもちゃについています。 

ＳＴマークがついているおもちゃと、ついていないおもち

ゃがあります。 

ＳＴマークというのは、このおもちゃは安全ですよ、とい

う印です。 

★ 

ＳＴマークはおもちゃそのものではなくて、箱についてい

ることが多いです。ＳＴマークのあるおもちゃには、その

おもちゃを使うちょうど良い年齢が書いてあります。 

おもちゃを買うときは、自分の年齢も参考にしてＳＴマー

クのあるものを選びましょう！ 

 

18 

 

安全なおもちゃを買っても、使い方を間違うと危険なこと

があります。 

使うときの注意を知らせるマークがあります。では今から

いくつかマークを見ます。どんなことに気を付けてほしい

マークか考えてください！ 

では、「使う時のマーククイズ」を始めます。 

★ 

20 

くちにいれない

 

１つ目！ このマークは、どんな意味？ 

ななめの線は、「やってはいけないこと」の意味です。 

「何かをやってはいけない」ということですよ。わかるか

な？（児童とやり取り） 

★このマークは、口に入れないという意味です。 

★ 

21 

みずにぬらさない

２つ目！ このマークは、どんな意味？ 

ななめの線は、何を意味しているんだった？（児童に答え

させる） 

そう、「やってはいけないこと」だったよね。 

じゃ、何をしてはいけないのか、わかるかな？（児童とや

り取り） 
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 ★このマークは、水にぬらさないという意味です。 

水にぬらすと、おもちゃがさびて壊れたり、電気が流れて

危険なものなどがあります。 

★ 

22 

おとなといっしょ

 

３つ目！ このマークは、どんな意味？（児童とやり取り） 

★このマークは、「大人といっしょ」の意味です。 

このマークがついているおもちゃは、大人と一緒に使って

くださいという意味です。 

今日は３つの使う時に気を付けるマークを紹介しました

が、他にも色々あります。 

おもちゃは、注意マークを守って使ってください。 

★ 

23 

 

これは何というマークでしたか？（児童とやり取り） 

そう、ＳＴマークです。 

ＳＴマークは何のマークでしたか？（児童とやり取り） 

そう、安全なおもちゃのマークです。 

おもちゃを買う時はＳＴマークのあるおもちゃを買って

ください。 

★これは何のマークでしたか？（児童とやり取り） 

そう、使う時に気を付けるマークです。 

おもちゃを使うときにはマークを守って使ってください。 

★ 

24 

 
安全
危険なもの、危険なばしょには
近づかない
危険なつかいかたは しない

危険なもの、
危険なばしょをなくすよう
みんなで どりょくする

あん ぜん

 

今日は安全について勉強しました。 

安全は何より大切なものです。 

★危険な物、危険な場所には近づかない。 

★危険な使い方はしないことが大切です。 

★危険な物、危険な場所をなくすようにみんなで努力しま

しょう！ 

最後に、今日の授業で思ったこと、気が付いたことを 

ワークシートに書きましょう。 
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７．実践授業例 

 
和歌山大学教育学部附属小学校に御協力いただき、２年生のクラスで本教材を使用 

した授業を実施いたしました。 
（なお、紙芝居については、実践授業後に変更した点（おもちゃのすき間から、す

き間にあるトゲでのけがに変更）があるため、児童の回答には紙芝居の内容と違う

ものもあります。） 
 
（１）２年Ａ組  

①導入 

「安全」って何かな？と問いかけ、児童に答えさせる。 
②危険さがし（約 25分） 

プリント（ワークシート）を配布。自転車のイラストをスクリーンに写し児童

にどこが危険か、危険なところに○をつけさせる。 
発表時、児童は自分が○をつけたプリントを前に持参し、拡大スクリーンに映

し出して発表。 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜「自転車」イラスト回答例＞ 
・足を広げていたら、転んだりおばあさんの杖にぶつかったりする。 
・くつひもを結んでいない。 
・足をペダルに置いていない。 
・スピード早いから、靴が脱げた時に、靴を取ろうとして転倒する。 

＜「居間」イラスト回答例＞ 
・お兄ちゃんが赤ちゃんを見ていない。 
・鉛筆、消しゴム、はさみが散らかっているから、踏んだり飲み込んだら危ない。 
・ポットが倒れたら、お湯がかかったコンセントを赤ちゃんがさわって感電する。 
・コンセントをひっぱって熱いお湯がこぼれる。 
・お菓子を地べたに置いている。赤ちゃんが汚れているのを食べて汚い。 
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・赤ちゃんは、分からないので何でも食べてしまう。 
  （メッセージカードを使用しまとめ） 
 

③紙芝居（約 20分） 

ワーク：お兄ちゃんはなんと答えたか？ 
児童が発表する時、その他の児童が母親役となって「どうしたの？」と聞いてか

ら、発表した。 
＜回答例＞ 

・「ふーちゃんがおもちゃの車のタイヤに指をはさんだ。」 
・「ふーちゃんにぼくのおもちゃの車を貸していると指をはさんだ。だからティ

ッシュで指をふいてあげているところ。」 
 

紙芝居でおもちゃの車にテープを貼っている場面 
「これでめでたし、めでたしと思う？」と児童に問いかけた後に、「実は紙芝居には

続きがあります」と紙芝居を再開。 
「テープを貼って終わるのと、お店に行って終わるのとどちらがいいですか？」には

全員がお店の人に言ったほうがいい、に手を挙げる。 
＜「なぜお店の人に言ったほうがいいのか」の回答例＞ 

・その家の人はテープを貼っても、他に買っている人がいるかもしれない。お店

の人に言うと、次に買った人に言うかもしれないので、怪我がなくなる。 
・お店の人に言ったらすき間の無いおもちゃの車を作ってくれる。 
・テープを貼ってもテープが剥がれるとまた怪我をする。お店に言ってきちんと

直してもらったほうがいい。 
・ふーちゃん以外の人が怪我をする人をなくしたい。怪我をする人をなくすため

に店の人にも言った。人のことも考えているのがいい。 
・テープを貼っても剥がれたら、また怪我をする。先のことを考えるとすき間を

なくしたほうがいい。 
・メーカーの人に言っとかないと、また同じ物を作るかもしれない。 
・お店の人に言ったほうが買った人に伝えてみんなのものを直してもらえる。 
・テープを貼っても剥がれたテープがすき間に詰まって（おもちゃが）動かなく

なる。 
 

④おもちゃのマーク（約２分） 
ＳＴマークの紹介のみ。 
ＳＴマークは見たことがある児童が多く、反応は良かった。 
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（２）２年Ｃ組  

 

①おもちゃのマーク（約５分） 

導入からＳＴマークを紹介。安全について勉強することを伝える。 
注意マークの意味は、児童はすぐに答えていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

②危険さがし（約 30分） 

プリント（ワークシート）を配布。 
ホワイトボードにイラストを映し出し、児童は前にでてきて、危険な箇所に 

○を付け、その理由を発表。 
＜「自転車」イラスト回答例＞ 

・くつのひもを結んでいない、車にひっかかり転ぶ。 
・足を広げている。おばあさんにぶつかる。 
・ボールをかごに入れると、転がり落ち、車に当たり事故が起こる。 
・おばあさんはスリッパみたいなのをはいている。脱げやすい。 
・スピード違反、（イラストに）風みたいな線があるから。 
・おばあさんが道の真ん中にいる。 
・おばあさんが、杖を車側についているから、自転車がきたときにぶつかる。 
・おばあさんはよそ見をしている。ひかれるかもしれない。 

＜「居間」イラスト回答例＞ 
・（赤ちゃんが）落ちているものを食べている。床にあるものを食べる。 
・コード、赤ちゃんが当たるとポットが落ちてしまう。 
・はさみ、踏んだら危ない。 
・赤ちゃんがテーブルにさわってゆらすと、コップが落ちてお兄ちゃんが怪我を

する。 
・赤ちゃんは何でも食べるから、消しゴムや鉛筆を床においていたら危ない。 
・お兄ちゃんがきちんと赤ちゃんを見ていたら注意できる。ゲームに夢中になっ

ている。 
・赤ちゃんがつかまり立ちして、テーブルクロスをひっぱるかも。 
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・床にころがっているものを、赤ちゃんが食べる。 
 

途中、意図しない答えがでたときは「そう思う人？」「そう思わない人？」と児童

に手をあげさせて軌道修正を試みていた。 
ワークの終わりには、他の児童の発表を聞いて自分がそうだな、と思った危険を

各自のプリントに書かせた。 
メッセージカードを読み上げる。 

 
③紙芝居（約５分） 

時間がなかったので紙芝居は流し、先生が「また怪我をする人をださないために、

意見をいうことは大事だね」と伝え終わる。 
 
最後に再度ＳＴマークにもどる。このマークがついているおもちゃが安全ですよ、

と伝え、授業終了。 
 
 
 
 
（３）２年Ｂ組  

 

パワーポイントをテレビに表示して実施。プリント（ワークシート）を配布。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①危険さがし（約 15分） 

＜「自転車」イラスト回答例＞ 
・くつひもがほどけている。タイヤにひっかかって転ぶと危ない。 
・自転車がとばしすぎ。 
・ボールが、かごからはみ出している。 
・おばあさんは、横に寄らないと危ない。 

  



37 
 

→ この意見に対し、別の児童より、「おばあさんは、急には寄れない

し、後ろから自転車が来るのは分からない。」と、おばあさんでなく、

自転車を乗っている人が注意しないといけないとの意見があった。 
・足を広げていたら、ぶつかる。 
・ブレーキをかけながら坂を下りていない。 

＜「居間」イラスト回答例＞ 
・机の上に置いてあるポットが（倒れたら）危ない。 
・赤ちゃんがはさみにあたったら怪我をする。 
・テーブルに（赤ちゃんが）ぶつかったら、テーブルのものが落ちる。 
・鉛筆、はさみ、尖ったものを置いておくと怪我をするので、部屋はきれいにし

ておく。 
・はさみを置いておくと、赤ちゃんは興味津々に触るので危ない。 

 

②紙芝居（約 30分） 

「テープを貼って終わるのと、お店に行って終わるのとの違いは何ですか」と先生が

投げかける。 
＜終わり方の違いについて回答例＞ 

・怪我をしてから貼るのでは遅い。 
・工場の人は、作り直したほうがいい。 
・工場の人は悪くない。妹が触らなければいい。 

→ この意見に対し、「妹は分からなかったから触った。触ってしまう

のは仕方ない。」との意見があった。 
・テープを貼ったら自分だけは大丈夫だけど、他の人が怪我をするかもしれない。 
・怪我をしたので、同じことがないように作り直したほうがいい。 

 
③おもちゃのマーク（約４分） 

マーククイズはテンポ良く、ほとんどの児童が答えられた。 
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８．発展的学習例 

 
119 番のかけ方 消防署の安全教室などに合わせて、119 番への電話のかけ方

の模擬体験などをする。 
家の中の危険さがし 自分の家に、危険な場所や危険な物がないかどうか、家の

人と一緒に調べる。どうしたら安全になるかを考えて、実

行する。皆に発表して一緒に考える。 
危険マップ 家、学校、近所で危険な場所がないかどうかをさがす。危

険な場所に印をつけた地図を作る。どうしたら安全になる

か皆で考えて実行する。 
危ない！カルタを作ろう 危険なこと、危険な場所を見つけて、どうすれば安全にな

るか考える。考えたことを題材にして、カルタを作る。 
安全マークさがし おもちゃなど家にあるものや、学校にあるもので、安全に

関するマークが付いているものを探す。 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

119 番のかけ方 

119 番へ電話をかけると、通信指令員が以下のように質問します。慌てず落ち着いて答えま

しょう。 
 ・火事ですか？ ・救急ですか？ 

・場所は？ 
・何が燃えている？ 
・逃げ遅れた人はいる？ 
・電話番号とあなたのお名前は？ 
・安全な場所に避難して下さい。 

・どうしましたか？ 
・場所は？ 
・かかりつけの病院はありますか？ 
・その人の名前と年齢は？ 
・電話番号とあなたのお名前は？ 

消防車がきます 救急車がきます 

火事です。 

 
救急です。 

 

  



資 料 編 
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１．安全マークの手引き 

 
暮らしの中の安全マークは多種多様ですが、この手引きでは「子どもを事故から守

る」という観点から、最低限知っておくべき安全マークに絞って紹介しています。 
 
（１）安全マークの役割 

 
新たな技術やアイデアを搭載した製品が次々と登場していますが、それらの製品

の安全性については、消費者が自ら判断することは現実的には困難です。安全マー

クの果たす役割は、その製品が一定の品質や技術基準に適合していることを私たち

消費者に一目で伝えることです。 
 
表示するにあたっては、それぞれ特定の機関や団体が、その準拠する法律や基準

に基づいて認可・管理などをしています。したがって、安全マークの意味を正しく

理解し、購入時にその有無を確認することは、安全な製品を選別するための重要な

手掛かりとなります。 
 
 
（２）安全マークは義務？それとも任意？ 
 

「安全」に係るマークには、法律により表示義務のあるものと任意のものがあり

ます。一旦事故が起こると生命や身体に危害を及ぼしかねない危険性の高い製品に

は、国によりマークの表示が義務付けられています。一方、それ以外の製品は民間

事業者による自主基準で安全性が確保され、その証としてそれぞれの任意マークが

表示されています。 
 
 
（３）安全に関するマークや注意表示のいろいろ 

 
①表示義務のあるＰＳＣマーク  

ＰＳＣマークは、家庭用品の中で生命や身体に特に危害を及ぼすおそれのある製

品に義務付けられているマークです。国の定めた技術上の基準に適合する証であ

る同マークがなければ製造も販売もできません。マークは特別特定製品用と、特

定製品用の２種類あります（次頁参照）。 
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ひし型ＰＳＣマーク・・・第三者機関による検査・認証が義務 
付けられている 

【対象品目】 
 以下 4 品目の特別特定製品 

①幼児用ベッド 
②携帯用レーザー応用装置（レーザーポインター） 
③浴槽用温水循環器（ジェット噴流バス等） 
④ライター 

【準拠する法律・基準】消費生活用製品安全法 
【問合せ先】経済産業省  

 

丸型ＰＳＣマーク・・・事業者の自己検査 
【対象品目】 
 以下６品目の特定製品 
① 家庭用の圧力なべと圧力がま  ④石油給湯機 
② 乗車用ヘルメット      ⑤石油風呂釜 
③ 登山用ロープ         ⑥石油ストーブ 

【準拠する法律・基準】消費生活用製品安全法 
【問合せ先】経済産業省  

 
②民間の自主的な基準による任意マーク 
 

 

ＳＴマーク（Safety Toy） 
【対象品目】 
幼児用乗り物を含むおもちゃ（対象年齢 14 歳以下） 

【適合基準】 
一般社団法人 日本玩具協会の安全基準（ＳＴ基準）によ

る下記３項目のサンプル検査に合格した玩具に、表示が認

められており、製品またはそのパッケージに付けられてい

る。 
①機械的安全性（おもちゃの形状や強度に関する検査） 
②可燃安全性（使用してはいけない材料が使われていない

か、また燃えやすい「材質」ではないかを検査） 
③化学的安全性（おもちゃの材料に有害物質が使われていな

いかを調べる検査・食品衛生法基準等の検査項目も採用） 
例えば、「おもちゃの先端が鋭くないか」、「子どもの喉に届

かないか」、「お面やぬいぐるみなど、子どもが身に着けたり
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抱っこするものについて、燃えやすい材料や有害な物質が使

われていないか」等を検査する。 
【対象年齢の表示】 
ＳＴマーク表示の商品は使用するに相応しい年齢を表示す

る義務がある。 
※ただし、子どもの発育段階は個人差が大きいので、対象

年齢を目安にしながら実際に遊ぶ子どもに合った玩具を選

ぶことが肝要である。 
【賠償制度】メーカーへの賠償補償制度 
【準拠する法律・基準】 

玩具安全基準（自主基準） 
【問合せ先】一般社団法人 日本玩具協会 

 

ＳＴマークに併記する絵記号 
【対象品目】 
幼児用乗り物を含むおもちゃ 
※子どもにも理解できる絵表

示の注意マーク 
※当絵記号は日本玩具協会の

登録商標だがＳＴマーク表示

のない商品にも同協会の承諾

を得て貼付可能。 
【問い合わせ先】 
一般社団法人 日本玩具協会 

 

ＳＧマーク （Safe Goods） 
【対象品目】 
一般財団法人 製品安全協会が、消費者の安全確保の視点か

ら、125 品目の消費生活用品ごとに定めた安全・品質につい

ての安全基準に適合した製品 
【賠償制度】あり 
【問合せ先】一般財団法人 製品安全協会 

 

ＳＦマーク（Safety Fireworks） 
【対象品目】火薬取締法に定めるがん具として用いられる花火

全般（輸入品も含む） 
【賠償制度】あり 
【準拠する法律・基準】火薬類取締法、自主基準 
【問合せ先】公益社団法人 日本煙火協会 
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防炎製品ラベル 

【対象品目】 

防炎製品（衣類、寝具、ソファ、テントなど多数） 

【適用基準】 

「小さな火源（ライター等の小さな火だね）に接しても炎が

当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自

己消火性があり、燃え広がらない」性能があるなど一定の基

準に適合した製品に付けられる。 

「防炎製品認定委員会」（学識経験者、消防機関、使用者団体、

試験機関より構成）が定めた性能試験基準や毒性審査基準な

どに基づき、公益財団法人 日本防炎協会が認定する。 

【問合せ先】公益財団法人 日本防炎協会 

 
 

ＳＰマーク（Safety Products） 

【対象品目】公園の遊具 

【適合規準】 

遊具の安全に関する規準に準拠して遊具の設計、製造、販売、

施工、点検、修繕を行うことができることを、外部審査委員

会の審査により認定している企業の製品。 

【準拠する法律・基準】遊具の安全に関する規準 JPFA-S:2008 

【問合せ先】一般社団法人 日本公園施設業協会 

 
 
 

ＴＳマーク（Traffic Safety） 

【対象品目】 
普通自転車、駆動補助機付普通自転車 

【適合規準】 
自転車安全整備士による点検・整備を受けた安全な普通 
自転車等 

【賠償制度】 
有効期間は同マーク記載の点検日から１年間 
（最低１年に１度は点検整備を受けることを促進する意味） 

【準拠する法律・基準】 
国家公安委員会型式認定制度、自転車安全整備制度 

【問合せ先】公益財団法人 日本交通管理技術協会 
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ＢＡＡマーク（BICYCLE ASSOCIATION(JAPAN) APPROVED） 

【対象品目】自転車 

【適合規準】 

一般社団法人 自転車協会の「自転車安全基準」に適合した 

自転車 

※幼児２人同乗用認定自転車にはＢＡＡマークの下部に 

幼児２人同乗基準適合車のマークが必要。従来、幼児座席

を付けて同乗できるのは幼児１人だけだったが、「一般社

団法人自転車協会」や「一般財団法人製品安全協会」が警

察庁における「幼児２人同乗用自転車」に求められる要件

及び解説を満たした幼児２人同乗用自転車安全基準を策

定し、同マーク付自転車は２人乗用が認められる。 

【賠償制度】あり 

【準拠する法律・基準】自主基準 

【問合せ先】一般社団法人 自転車協会 

 

酒マーク 
【対象品目】 
低アルコールのリキュールなど（いわゆる缶チューハイ） 

【目的】 
誤飲防止のため、アルコール分 10%未満の低アルコールのリ

キュールなど（いわゆる缶チューハイ）に付けることを制定 
【準拠する法律・基準】自主基準 
【問合せ先】日本洋酒酒造組合 

 

こんにゃく入りゼリーの警告マーク 
【対象品目】 

一口タイプのこんにゃく入りゼリー 
【目的】 

子どもと高齢者には不適であること（食べてはいけない 
こと）が一目でわかるように業界が自主的に設定した警告 
表示 

【準拠する法律・基準】自主基準 
【問合せ先】全国こんにゃく協同組合連合会 

全国菓子工業組合連合会・全日本菓子協会 
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２．「子どもを事故から守る」情報提供ホームページ一覧 
 
No 名 称 ＵＲＬ 
１ 消費者庁 

 
＜事故情報データバンクシステム＞ 
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/ 
＜リコール情報サイト＞ 
http://www.recall.go.jp/ 

２ 経済産業省＜キッズデザインの輪＞ http://www.kd-wa-meti.com/ 
 

３ 文部科学省 
＜学校における転落事故防止のために＞ 

http://www.mext.go.jp/component/a_me
nu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/
2010/01/20/081106.pdf 

４ 東京消防庁 ＜安心・安全情報＞ http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/index.
html 

５ 独立行政法人 国民生活センター 
＜見守り情報（子どもサポート情報）＞  

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/in
dex.html 

６ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

（NITE） ＜製品安全分野＞ 
http://www.jiko.nite.go.jp/ 
 

７ 一般社団法人 日本玩具協会 http://www.toys.or.jp/ 
 

８ 一般財団法人 製品安全協会 http://www.sg-mark.org/ 
 

９ 公益社団法人 日本煙火協会 http://www.hanabi-jpa.jp/ 
 

10 公益財団法人 日本防炎協会 http://www.jfra.or.jp/ 
 

11 一般社団法人 日本公園施設業協会 http://www.jpfa.or.jp/ 
 

12 公益財団法人 日本交通管理技術協会 http://www.tmt.or.jp/ 
 

13 一般社団法人 自転車協会 http://www.jitensha-kyokai.jp/ 
 

14 
京

みやこ

あんしんこども館（京都市子ども保健

医療相談・事故防止センター） 

http://www.anshinkodomokan.jp/index.
html 
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「子どもの製品事故防止に対する取り組み － オーストラリアの場合」 

帝塚山大学教授 タン・ミッシェル 

 

子どもの事故予防に取組む民間団体の Kidsafe（正式名は「豪州子ども事故予防財団」で

ある）によると、オーストラリアでは、非意図的な傷害（unintentional injuries＝不慮

の事故）により死亡する０－14歳の子どもがおよそ 250人（同年齢死亡者全体の 80％以上）

であり、入院を要する傷害を負う０－14歳の子どもがおよそ 58,000人（同年齢負傷者全体

の 90％以上）である、と推測している（www.kidsafe.com.au/about.html 参照）。 

このような製品事故は、傷害データを収集する傷害サーベイランス機関や傷害の専門家

の研究から、家庭や学校をはじめとする子どもの通常の生活空間で、子どもや保護者など

の子ども関係者が製品を使うときに起こっていることが明白となっている。また、日本で

は「不慮の事故」、つまり偶発的な出来事として扱われているが、オーストラリアでは子ど

もの製品事故の多くが、その原因をきちんと分析した上で対策を取れば、予防可能である

と、一般的に考えられている。 

ところが、子どもの製品事故の予防が、消費者と医療の両方の領域をまたがる問題であ

るため、個別の政策を推進していたとしても限界がある。そこで、オーストラリアでは、

関連分野の関係者によるコラボレーションを重視した包括的なアプローチが重視されてい

る。 

以下に、消費者政策を中心に、オーストラリアの子どもの製品事故予防の取り組みを簡

単に紹介したい。 

オーストラリアでは、「子どもの安全」というテーマが、消費者政策の中で古くから確立

されており、子どもの製品事故による傷害の予防に対して取り組んできた。その政策目標

を達成するために、強制規格を中心とした製品安全の向上、および消費者（保護者などの

子ども関係者）へのリスクコミュニケーションを重視した教育・啓発が重要な手段となっ

ている。 

製品の安全確保を目指す規格には任意規格と強制規格の二種類があるが、子どもに関す

る規格の多くは強制規格である（20数種類以上存在する）。子ども関連の強制規格は、乳幼

児や子ども向けの製品だけでなく、子どもが使う可能性のある一般消費者向けの製品も包

含するものである。例えば、ベビーベッド、乳児用おしゃぶり、乳児用歩行器、ベビーバ

ス、子どもの玩具、子どもの衣類（引火の可能性があるパジャマ）などの乳幼児・子ども

用製品のみならず、トレッドミル、エクササイズバイク、ビーズ入りクッションのような、

子どもが家庭内で接触する可能性のある製品で、傷害事故が起こっている製品についての

強制規格もある。 

また、製品安全の向上への取り組みと同時に、消費者（保護者など子ども関係者）への

コラム 外国での取組 
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教育・啓発が盛んに行われている。その内容は、製品を購入する前のポイント（例えば、

規格対象品についての関連情報）、製品を使用するときのリスク（詳細な傷害データも含む）

と傷害予防などについての情報提供が中心である。このような教育は、様々な機会を活用

して、実施されている。例えば、行政のポータルサイト(www.safeproducts.gov.au)や子ど

もの安全関連の民間団体の WEB サイト(上記の Kidsafe など)や Kidsafe が実施するモデル

ハウスの見学プログラム、新米ママへの家庭訪問制度などである。このように製品安全向

上と消費者教育・啓発の政策は、車の両輪のように推進されている。 

オーストラリアのモデルの特徴は、①基礎的な傷害データの収集・公表のみならず、情

報の分析およびリスクアセスメントを行うこと、②傷害データに基づく、規格を重視した

製品安全向上を図ること、③多様な方法でリスクコミュニケーションを重視した教育・啓

発を実施すること、というものである。 

さらに言えば、行政機関と民間団体・消費者団体の連携、消費者などへの情報提供に対

する努力および工夫（各自の WEB サイトの見やすさや分かりやすさへの配慮、他のサイト

へのリンクの充実など）が包括的な取り組みの重要な要素である、と考える。 

最後になるが、オーストラリアにおいて、子どもの製品事故予防を重視した様々な政策

の背景には、子どもの人権重視があることを強調したい。社会の構成員としての子どもは、

未だ能力的な面において自らの安全を十分に確保することができないため、一般社会によ

り守られるべき弱者である。子どもの人権に対する意識の高いオーストラリアでは、有効

な公共政策を講じることが社会への要請でもある。 

オーストラリアのこのような基本的な社会意識を出発点とした、子どもの製品事故への

取り組みは、日本にとって大変参考になると、筆者は強く感じるところである。 

          （公益財団法人 関西消費者協会発行『消費者情報』 437 号掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タン・ミッシェル氏 プロフィール  

帝塚山大学法学部教授   NPO 法人 NCOS 副理事長※ 

日本工業標準調査会/消費者政策特別委員会専門委員（経産省） 

ISO/COPOLCO 国内委員会委員（一般社団法人日本規格協会） 

ISO・IEC ガイド 50：2002（子どもの安全の指針）改正対応国内委員会委員 

（一般社団法人日本規格協会） 
 

製品安全と子どもの事故予防、消費者政策と国内・国際規格（JIS, ISO）の役割、国際消費

者機構（CI）の活動などに積極的に関与 

 

※NCOS （通称：エヌコス）」は、JIS（日本工業規格）の制定や改正に代表されるような「標準化政策」

に、消費者の意見がより一層取り入れられるための環境作りを目的として 2003 年６月に設立。2006 年

９月には、名称を「標準により消費者の利益を増進するコア・グループ」から現在の NCOS に変更。 
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